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No:SDS 11 改訂日：16/07/27 

製品安全データシート

【製 品 名】 アモサイト JAWE231 

１． 化学物質等及び会社情報 

 [製品の名称]アモサイト JAWE231 

 [一 般 名]アモサイト石綿、茶石綿 

 [製品概要] 本製品は、石綿分析用試薬である。 

 [会社情報] 

会 社 名：公益社団法人 日本作業環境測定協会 

所 在 地：東京都港区芝４－４－５　三田労働基準協会ビル６階

担当部門：研修センター

電話番号：03-3456-1601

Ｆ Ａ Ｘ：03-3456-5854

２．組成，成分情報 

  単一製品、混合物：単一製品、99％以上 

  化学式又は構造式：(Fe，Mg)７[Si８0２２](OH)２ 

  官報公示整理番号：化学物質に該当しないため番号なし 

  ＣＡＳ番号   ：12172－73－5 

３．危険有害性の要約 

危 険 性： 特になし 

有 害 性： 粉じんを長期にわたり多量に吸入したとき、呼吸器への影響を生じるおそれがある。 

環境への影響：環境への石綿放出については低減化に留意する必要がある。 

４．応急措置 

眼に入った場合 ： 異物感がなくなるまで清水で洗浄する。眼をこすってはならない。 

皮膚についた場合： 付着した部分を石鹸水で洗浄し、やや熱めの温湯で洗い流す。 

外観に変化がみられたり、痛みが続く場合は直ちに医師の手当てを受ける。 

５．火災時の措置 

不燃性なので、火災時の措置は特にない。 

６．漏出時の措置 

  アモサイト石綿がこぼれた場合は、飛散しないよう注意しながら、超高性能エアフィルタ（HEPA）

付掃除機で回収する。なお、HEPA付掃除機がないような場合は、十分に湿潤な状態にし、飛散しない

ように注意しながら、掃き集めて回収する。 

７．取扱い及び保管上の注意 

[取扱い上の注意] 

・石綿粉じんの飛散に注意しながら取扱うこと。

・作業衣等に付着した場合は、よく取除くこと。

・取扱い後は、うがい及び手洗いを励行すること。

[保管上の注意] 

・一定の場所を定めて保管すること。
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８．ばく露防止及び保護措置 

    管理濃度：なし 

許容濃度：日本産業衛生学会(2000) 過剰発ガン生涯リスクを 10－３として 0.03f／cm３を提案 

ＡＣＧＩＨ(2004)    0.1f/cm3 

  （長さ 5μｍ以上、直径 3μｍ未満、アスペクト比（長さ／直径）３以上の繊維） 

設備対策：石綿粉じんの発散源を密閉にするか局所排気装置、除じん装置を設置する。 

保護具 

防じんマスク 

作業環境中の濃度が、上記の基準を超えるおそれのある場合は、防じんマスクを着用する。 

防じんマスクの型式は、国家検定の取替式防じんマスク、送気式防じんマスクを使用する。

いずれにしても顔面への密着の状態には特に留意し、フィルタの点検と交換などの保守管理

を適切に行う。 

保護眼鏡 

必要に応じて、ゴーグル、サイドシール付き保護眼鏡など作業に適した保護具を使用する。 

 

９．物理的及び化学的性質 

物理的状態 ：ウール状、繊維（単斜結晶） 

色     ：灰色～淡褐色 

比重    ：3.43 

屈折率   ：1.67～1.694 

 

１０．安定性及び反応性 

 安定。  

 

１１．有害性情報 

   人についての症例 ：石綿肺（じん肺）、石綿肺がん、悪性中皮腫がある。 

             石綿肺がんについては、喫煙との関係が強いとされている。 

悪性中皮腫については、アモサイト石綿は関連が強いといわれている。 

   急性毒性・慢性毒性：急性毒性はないが、慢性毒性はある。 

   ガン原性・変異原性：ガン原性はあり。ＩＡＲＣ（国際ガン研究機関）の分類では、グループ１

（人に対して発ガン性あり）に該当している。 

   他の毒性     ：特にない。 

 

１２．環境影響情報 

 水性生物への影響を認めた報告はない。 

 

１３．廃棄上の注意 

   廃棄する場合は、周辺環境中に粉じんが飛散しないように注意する。なお、アモサイト石綿その

ものを廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律による特別管理産業廃棄物に準じて、

強度ある二重の袋に入れ、管理型処分場またはしゃ断型処分場で埋め立て処分を行うこと。 

 

 

１４．輸送上の注意 

   特にないが、輸送中の包装の破損などによって粉じんが飛散しないように注意する。 

 

１５．適用法令 

   アモサイト石綿は労働安全衛生法第 55 条（製造等の禁止）の適用物質で、製造し、輸入し、譲

渡し、提供し、使用してはならない物質であるが、試験・研究の場合は除かれている。 

  ・労働安全衛生法第 67 条（健康管理手帳）…交付要件：両肺野に石綿による不整形陰影があり、

又は石綿による胸膜肥厚（肥厚斑を含む）があること。 
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１６．その他の情報 

  ・ＥＵ加盟 15国では、アモサイト石綿は既に禁止されている物質である。 

  ・米国では OSHA（労働省安全衛生局）、EPA（環境保護庁）により、用途制限と石綿使用の規制は

あるものの石綿そのものを禁止していない。 

  ・1994．2 のＷＨＯプレスリリースで、「飲料水の石綿は健康に対して危険はない」と発表してい

る。 
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この情報は新しい知見に基づき、改訂されることがあります。 

記載内容のうち、含有量、物理／化学的性質等の情報は保証値ではありません。危険・有害性の評価は、現時点で入手できうる資料・デ

ータ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありません。 


